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平
成
十
六
年
六
月
四
日
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閣
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大
臣

小
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一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
岩
國
哲
人
君
提
出
国
民
年
金
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
四
日
受
領

答
弁
第
一
〇
七
号



衆
議
院
議
員
岩
國
哲
人
君
提
出
国
民
年
金
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

昭
和
四
十
八
年
度
か
ら
平
成
十
四
年
度
ま
で
の
期
間
に
お
け
る
都
道
府
県
別
の
、
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第

百
四
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
被
保
険
者
（
以
下
「
第
一
号
被
保
険

者
」
と
い
う
。
）
及
び
法
附
則
第
五
条
等
の
規
定
に
基
づ
き
社
会
保
険
庁
長
官
等
に
申
し
出
て
国
民
年
金
の
被
保
険
者
と
な

っ
た
任
意
加
入
被
保
険
者
並
び
に
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
に
よ
る
改

正
前
の
法
の
被
保
険
者
に
係
る
保
険
料
収
入
額
並
び
に
国
民
年
金
の
受
給
者
に
係
る
年
金
総
額
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
で

あ
る
。

二
に
つ
い
て

平
成
十
四
年
度
に
お
け
る
都
道
府
県
別
及
び
男
女
別
の
国
民
年
金
の
受
給
者
数
及
び
各
都
道
府
県
人
口
に
対
す
る
国
民
年

金
受
給
者
数
の
比
率
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
が
取
り
ま
と
め
た
「
平
成
十
二
年
都
道
府
県
別
生
命
表
」
に
よ
れ
ば
、
都
道
府
県
別
及
び
男
女
別
の
六
十
五

一



歳
時
点
及
び
零
歳
時
点
で
の
平
均
余
命
は
、
別
表
第
三
の
と
お
り
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
よ
う
な
仮
定
を
置
い
た
場
合
の
年
金
給
付
費
（
法
第
十
五
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
給
付
に
要

す
る
費
用
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
男
女
の
被
保
険
者
の
構
成
の
変
化
を
踏
ま
え
た
将
来
の
人
口
動
態
に
関

す
る
前
提
、
男
性
及
び
女
性
被
保
険
者
の
年
齢
構
成
の
前
提
等
が
明
ら
か
で
な
い
の
で
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

な
お
、
男
性
で
あ
る
第
一
号
被
保
険
者
の
う
ち
そ
の
総
数
の
一
割
に
相
当
す
る
国
民
年
金
保
険
料
納
付
者
が
法
第
七
条
第

一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
第
二
号
被
保
険
者
（
以
下
「
第
二
号
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
又
は
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
第

三
号
被
保
険
者
（
以
下
「
第
三
号
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
と
な
り
、
女
性
で
あ
る
第
二
号
被
保
険
者
又
は
第
三
号
被
保
険

者
の
う
ち
女
性
で
あ
る
第
一
号
被
保
険
者
の
総
数
の
一
割
に
相
当
す
る
国
民
年
金
保
険
料
納
付
者
が
第
一
号
被
保
険
者
と
な

る
と
仮
定
し
た
場
合
は
、
被
保
険
者
全
体
と
し
て
男
女
の
構
成
比
に
変
化
は
な
く
、
男
女
の
平
均
余
命
の
違
い
に
よ
り
年
金

給
付
費
の
額
が
変
化
す
る
こ
と
は
な
い
。

五
に
つ
い
て

米
国
、
英
国
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
イ
タ
リ
ア
、
オ
ラ
ン
ダ
、
中
国
及
び
韓
国
に
お
け
る
合
計
特
殊

二



出
生
率
、
男
女
別
人
口
、
年
金
加
入
者
の
男
女
別
構
成
及
び
六
十
五
歳
時
点
で
の
男
女
別
の
平
均
余
命
は
、
現
在
把
握
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
は
、
別
表
第
四
の
と
お
り
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
国
の
中
で
、
年
金
の
給
付
と
負
担
の
仕
組
み
に
男
女
で
違
い
を
設
け
て
い
る
国
は
、
現
在
把
握
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
は
英
国
の
み
で
あ
る
。
英
国
で
は
、
支
給
開
始
年
齢
に
つ
い
て
は
、
男
子
は
六
十
五
歳
、
女
子
は
六
十
歳
（
二
千
二
十

年
ま
で
に
女
子
の
支
給
開
始
年
齢
は
六
十
五
歳
ま
で
引
き
上
げ
ら
れ
る
予
定
）
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
把

握
し
て
い
な
い
。

な
お
、
こ
の
よ
う
な
違
い
に
つ
い
て
は
平
均
余
命
の
長
い
女
性
に
有
利
な
仕
組
み
と
な
っ
て
お
り
、
男
女
の
平
均
余
命
の

差
か
ら
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

六
に
つ
い
て

国
民
年
金
保
険
料
の
収
納
対
策
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
五
年
度
に
、
厚
生
労
働
省
に
厚
生
労
働
大
臣
を
本
部
長
と
す
る
国

民
年
金
特
別
対
策
本
部
を
設
置
し
、
各
地
方
社
会
保
険
事
務
局
に
地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
を
本
部
長
と
す
る
地
方
社
会
保

険
事
務
局
国
民
年
金
特
別
対
策
本
部
を
設
置
す
る
な
ど
収
納
対
策
の
強
化
に
向
け
た
体
制
の
整
備
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、

年
金
制
度
の
理
解
を
促
し
、
自
主
的
な
納
付
に
結
び
付
け
る
た
め
の
教
育
及
び
広
報
、
口
座
振
替
の
利
用
の
勧
奨
等
を
引
き

三



続
き
着
実
に
実
施
し
て
い
る
ほ
か
、
納
付
し
や
す
い
環
境
を
整
備
す
る
観
点
か
ら
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
の
保
険
料
収

納
等
を
開
始
し
、
ま
た
、
度
重
な
る
納
付
督
励
に
よ
っ
て
も
理
解
が
得
ら
れ
な
い
未
納
者
の
う
ち
、
十
分
な
所
得
又
は
資
産

を
有
し
、
他
の
被
保
険
者
の
納
付
意
欲
に
悪
影
響
を
与
え
か
ね
な
い
者
に
対
し
て
は
、
法
第
九
十
六
条
第
一
項
及
び
第
四
項

の
規
定
に
基
づ
く
督
促
及
び
滞
納
処
分
を
実
施
す
る
こ
と
と
す
る
な
ど
、
そ
の
強
化
に
努
め
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
第
百
五
十
九
回
国
会
に
提
出
し
た
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
以
下
「
改
正
法
案
」
と
い

う
。
）
に
お
い
て
は
、
国
民
年
金
制
度
に
対
す
る
国
民
の
理
解
の
増
進
等
の
た
め
に
保
険
料
納
付
の
実
績
等
の
情
報
を
分
か

り
や
す
く
被
保
険
者
に
通
知
す
る
こ
と
、
各
被
保
険
者
の
所
得
に
応
じ
た
よ
り
適
切
な
保
険
料
負
担
を
実
現
す
る
た
め
に
多

段
階
免
除
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
、
同
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
督
促
及
び
滞
納
処
分
等
の
保
険
料
収
納
事

務
を
効
果
的
に
行
う
た
め
に
被
保
険
者
の
資
産
及
び
収
入
に
関
す
る
調
査
に
係
る
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
な
ど
、
収
納
対
策

を
制
度
面
か
ら
も
強
化
す
る
た
め
の
規
定
を
盛
り
込
ん
で
い
る
。

さ
ら
に
、
本
年
五
月
六
日
に
は
、
自
由
民
主
党
、
民
主
党
及
び
公
明
党
に
よ
る
年
金
制
度
改
革
に
関
し
て
の
三
党
合
意
に

お
い
て
、
「
国
民
年
金
の
未
加
入
者
及
び
未
納
者
に
対
す
る
通
知
、
督
促
を
適
正
に
行
う
た
め
の
措
置
を
講
じ
さ
せ
る
」
こ

と
等
に
つ
い
て
合
意
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
お
り
、
今
後
と
も
、
国
民
年
金
の
加
入
状
況
及
び
保
険
料
の
納
付
状
況
の
改

四



善
に
向
け
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。

な
お
、
平
均
余
命
の
男
女
格
差
の
拡
大
を
踏
ま
え
、
給
付
と
負
担
の
仕
組
み
に
男
女
に
違
い
を
設
け
る
こ
と
は
考
え
て
い

な
い
が
、
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
が
取
り
ま
と
め
た
「
日
本
の
将
来
人
口
推
計
（
平
成
十
四
年
一
月
推
計
）
」

に
お
い
て
男
女
そ
れ
ぞ
れ
の
将
来
の
平
均
余
命
が
推
計
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
人
口
推
計
に
基
づ
き
給
付
と
負
担
の
見
通
し
を

推
計
し
、
こ
れ
を
踏
ま
え
た
改
正
法
案
を
提
出
し
て
い
る
。

五
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